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資料４－１ 

「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の

確認に係る留意事項等について」（平成２６年９月１０日付け、府政共生第８５９号、２６文科初第６

５１号、雇児発０９１０第２号）通知から抜粋 

 

第３特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る事務１特定教育・保育施設の確認 

（２）利用定員（法第３１条第１項、運営基準第４条） 

ア 利用定員に関する基本的考え方 

利用定員は、教育・保育施設の設置者又は地域型保育事業を行う者からの申請に基づき市町村長

が法第３１条又は第４３条の規定による確認を行う際に、定めるものである。 

利用定員は、認可定員（教育・保育施設の設置に当たり認可若しくは認定され、又はその後の変

更につき適正な手続を経た定員のことをいい、幼稚園については学校教育法施行規則（昭和２２年

文部省令第１１号）第４条第１項第５号の収容定員、保育所については児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第１３条第２項第６号に掲げる利用定員、幼保連

携型認定こども園については就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律施行規則（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号）第１６条第４号の利用定員、

幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園については就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第４条

第１項第３号の利用定員と第４号の利用定員（満３歳以上の者に係るものに限る。）を合計したもの。

以下同じ。）に一致させることを基本としつつ、原則として認可定員を超えない範囲内で利用状況を

反映して設定する必要があるが、具体的な人数設定に関し、全国一律の基準を設けるものではない

こと。 

利用定員は、当該確認を受けた教育・保育施設又は地域型保育事業において、質の高い教育・保

育が提供されるよう設定する必要がある。このため、市町村においては、申請者との意思疎通を図

り、その意向を十分に考慮しつつ、当該施設での昀近における実利用人員の実績や今後の見込みな

どを踏まえ、適切に利用定員を設定していただく必要があること。 

なお、利用定員を認可定員に一致させるよう設定した場合に、当該地域における利用定員の総数

（供給）が必要利用定員総数（需要）を上回ることが考えられるが、この場合において、必要利用

定員総数（需要）に応じて利用定員の総数（供給）を減少させることを求める趣旨ではないこと。 

イ 幼稚園並びに幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の取扱い 

（ア）幼稚園については、現行の取扱いを踏まえ、昀低利用定員を設けないこととしたこと。 

（イ）幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園については、施設全体で利用定員を２０

人以上に設定すること。 

ウ 利用定員の区分 
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法第１９条第１項第１号及び第２号に掲げる小学校就学前子どもの利用定員については年齢ごと

の区分を設けない一方、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの利用定員について

は満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるこ

ととしているが、これは、年度中における子どもやその保護者の状況の変化に柔軟に対応できるよ

うにするとともに、子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」等の区分との整合性を考

慮したものであること。同様に、利用定員に係る保育標準時間認定及び保育短時間認定の区分につ

いても、これを設けないこととしたこと。なお、これらについては、地域の実情等に応じてさらに

細かい区分で設定することも可能であること。 

エ 利用定員と認可定員との関係 

（ア）実際の利用者数が恒常的に認可定員を下回る状況にある施設については、当該認可定員にか

かわらず、実際の利用者数及び今後の見込み等を勘案して、当該施設の利用定員を定めるこ

と。なお、この場合において、認可定員を利用定員に合わせて減少させる必要はないこと。 

（イ）実際の利用者数が認可定員を超える状況にある施設については、当該認可定員の範囲内で利

用定員を設定することが原則であることから、認可権者において、認可基準を満たすように

必要な指導監督を行うとともに、利用実態に応じた認可定員に変更することが必要である。

ただし、当該施設が私立幼稚園（認定こども園を含む）である場合に、認可権者の判断によ

り、法第２７条第１項の規定による確認を受けてから５年を超えない範囲内で都道府県が認

める期間に限り、実際の利用者数に応じた認可基準を満たしており、かつ、認可定員の適正

化に取り組んでいる場合（認可定員の増加の認可申請中又は申請予定である場合や、新規入

園者の計画的な減少等による実際の利用者数の適正化に取り組んでいる場合）であって認可

権者が適当と認めるときは、例外的に認可定員を超えて利用定員を設定することを可能とす

ること。この取扱いは、市町村が利用定員の認定に係る法第３１条第３項の協議の際に、都

道府県の私立幼稚園担当部局が中心となって判断し、その可否について市町村へ回答するこ

ととすること。 

オ 利用定員を超える受入れ 

（ア）運営基準第２２条ただし書の「やむを得ない事情がある場合」に該当するか否かについて

は、市町村の判断に委ねられるが、同条ただし書に規定される例示に限られず、当該施設を

利用する子どもの保護者の就労状況の変化等により、２号認定子どもが保育の必要性に係る

事由に該当しなくなったこと又は１号認定子どもが保育の必要性に係る事由に該当するよう

になったことから、当該施設において法第１９条第１項第１号及び第２号の区分ごとの利用

定員を超えた受入れを行う必要が生じた場合や、保護者と直接契約を締結する認定こども園、

幼稚園等において、入園を辞退する者が想定よりも少ない等の理由により実際の利用者数が

利用定員を超えることとなる場合が含まれること。また、同条ただし書の「年度中における

特定教育・保育に対する需要の増大への対応」には、特定教育・保育施設において、年度当
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初から利用定員を超える受入れが必要となる場合が含まれること。 

（イ）特定教育・保育施設は、運営基準第２２条ただし書に掲げる場合には、その利用定員を超え

て特定教育・保育の提供を行うことができるが、その場合であっても、実際の利用者数が当

該利用定員を恒常的に上回っているときは、当該利用定員を適切に見直し、法第３２条の規

定による確認の変更を行う必要があること。 

（ウ）連続する過去２年度間常に実際の利用者数が利用定員を超えており、かつ、各年度の年間平

均の利用率が１２０％以上の場合であって、（イ）の見直しが行われないときは、法に基づく

給付費を減算する等の措置を講ずる予定であること。 

（エ）実際の利用者数が利用定員又は認可定員を超えることとなる場合の法に基づく給付費の減算

の取扱い等については、別途通知すること。カ利用定員に係る情報提供特定教育・保育施設

は、年齢別の利用定員について、その利用者に対し情報提供するよう努めること。 

 

子ども・子育て支援法第３１条 

 第２７条第１項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者（国（国立大

学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人を含む。附則第７条に

おいて同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の

区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。  

一  認定こども園 第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分  

二  幼稚園 第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分  

三  保育所 第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第３号に掲げる小

学校就学前子どもの区分  

２  市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらか

じめ、第７７条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、そ

の他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければ

ならない。  

３  市町村長は、第１項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、内閣

府令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 

 

 

子ども・子育て支援法第７７条  

 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の

機関を置くよう努めるものとする。  

一  特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第３１条第２項に規定する事項を処理すること。  

二  特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第４３条第３項に規定する事項を処理すること。  
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三  市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第６１条第７項に規定する事項を処理すること。  

四  当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事

項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。  

２  前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育

て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。  

３  前二項に定めるもののほか、第１項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村

の条例で定める。  

４  都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。  

一  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第６２条第５項に規定する事項を処理するこ

と。  

二  当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。  

５  第２項及び第３項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用す

る。 

 

 

自治体向けＦＡＱ【第３版】平成 26年９月から抜粋 

【問】確認対象施設・事業の利用定員を定める場合には、地方版子ども・子育て会議の意見を聴くと

ともに、都道府県知事に協議しなければならないとされていますが、個々の事業者から確認申請があ

った場合、その都度、地方版子ども・子育て会議の意見を聴き、都道府県知事に協議しなければなら

ないのでしょうか。また、みなし確認対象施設・事業については、こうした手続きは省略できないの

でしょうか。 

 

【答】確認対象施設・事業の利用定員については、あくまで個々の施設・事業の利用定員の設定につ

いて、地方版子ども・子育て会議の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議をする必要があります

が、複数の案件をまとめて、付議・協議するなどその運用については、各自治体の判断により、柔軟

に取り扱っていただいて差し支えありません。また、みなし確認対象施設・事業については、現状の

まま新制度の対象とすることとして確認に係る判断や手続きを不要とした趣旨にかんがみ、必要最低

限の手続きとして都道府県知事への協議は必要とする一方、地方版子ども・子育て会議への意見聴取

は市町村の判断に委ねています。 

 

 

 


